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POINT 1

企業報告を取り巻く環境変化
IFRSサステナビリティ開示基準は、2024

年1月以降開始する報告年度から適用可
能となり、グローバルで比較可能なサステ
ナビリティ情報開示がいよいよ現実のもの
となる。加えて、サステナビリティ情報の
信頼性向上のため、内部統制の構築と第
三者保証の実施について具体的な議論も
進み、財務情報と同等の信頼性を期待
する投資家のニーズへの対応も将来的に
実現されようとしている。

POINT 2

日本の企業報告の現状
マテリアリティに関する説明は増加してい
る。しかし、日本の企業報告の多くがマ
テリアルだと判断した論拠や、マテリアリ
ティ評価における取締役の関与が十分に
説明されていない。そのため、マテリアルだ
と判断した内容が取締役会や経営層の
共通認識として醸成され、意思決定の根
幹となっているものかどうか、現状では読
み取ることができない。

POINT 3

マテリアリティに関わる認識を 
示す意義
取締役会や経営層の共通認識として、経
営の意思決定の根幹をなすマテリアリティ
をどう認識しているのかを説明することに
意味がある。そのためには、取締役会や経
営層が、さまざまなインパクトを評価した
うえでなぜマテリアルだと判断したのか、そ
の論拠と判断に至った過程について丁寧
な説明が必要となる。

POINT 4

経営トップの役割と責任
企業価値向上に資する包括的な企業報
告を実現するためには、取締役会や経営
層が自らアカウンタビリティを果たし、強
いリーダーシップを発揮することが不可
欠である。
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ま、取締役会や経営層に求められるアカウンタビリティの概念が
広がりつつあります。企業に、持続可能な社会の実現に資する価値

を創造しながら、企業自身の価値を中長期にわたって向上させることが求
められているためです。したがって、企業はサステナビリティの要素が加
わり多様化する価値を再定義し、その価値を創造するにあたって限りある
資源をどう利用したのかを説明する責任が求められています。その報告内
容の検討において有益な出発点となり得るものが、企業価値に関わるさま
ざまな事項において「何が自社にとってマテリアルなのか」についての認識 
です。
本稿では、企業報告を取り巻く環境変化と日本の企業報告の現状を踏ま
え、取締役会や経営層がマテリアリティに関わる認識を示す意義、そのた
めに担うべき役割とその結果として果たされる責任について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。
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Ⅰ

企業報告を取り巻く環境変化

1. IFRSサステナビリティ開示基準がい
よいよ発効へ

持続的な企業価値向上とその先にある
社会の持続的な発展を目指し、サステナビ
リティ情報開示を含む企業報告が、いま
大きく変わろうとしています（図表1参照）。
グローバルでは、IFRS財団傘下の国際

サステナビリティ基準審議会（ ISSB）が、
グローバルベースラインとしてのIFRSサス
テナビリティ開示基準を開発しています。
予定では、20 2 3年6月末までに最終版を
公表し、2 0 24年1月以後開始する事業年
度を対象に適用可能となります。ISSBの
基準開発に対し、G7やG2 0からは継続的
な支持が表明され、証券監督者国際機構
（IOSCO）もISSBの基準を正式に支持する
か否かを決定するための評価を開始しま
した。

ISSBは、高品質な情報開示のグローバ
ルベースラインの構築という目的のもと、

IFRSサステナビリティ開示基準の開発に
取り組み、さまざまな国や法域で広く適用
され、実際に活用される基準づくりを目指
した活動を展開しています。一部の法域の
規制当局ではISSBを支持し、IFRSサステ
ナビリティ開示基準適用に向けた前向き
な検討が始まっています。
日本では、2023年3月期以降の有価証

券報告書から、新たに「サステナビリティ
に関する考え方及び取組」の記載欄が新
設され、業態や経営環境等を踏まえ、企
業が重要だと判断したサステナビリティ情
報を記載することが必須となりました。ま
た、サステナビリティ基準委員会（SSBJ） 
は、ISSBの基準と整合性のある国内基準
の開発に取り組んでおり、2024年度中（遅
くとも2025年3月31日まで）に最終化する
ことを目標としています。3月決算企業の場
合、2026年3月期 1以降の有価証券報告書
で早期適用が可能となる見込みです。これ
に対し、金融庁 金融審議会「ディスクロー
ジャーワーキング・グループ」報告（2022年
12月）2では、SSBJが開発する日本版サス
テナビリティ開示基準の法定開示への将

来的な取込みが示唆されています。

2. サステナビリティ関連情報の信頼性
向上に向けた議論も進む

サステナビリティに関わる情報開示の
基準開発やルール策定が進むとともに、サ
ステナビリティ情報の信頼性向上に対す
る投資家を中心としたステークホルダー
のニーズも高まっています。それを受け、
内部統制の構築や第三者保証に関する議
論も進んでいます。2023年3月末には、米
国トレッドウェイ委員会支援組織委員会
（COSO）が、「内部統制－統合的フレーム
ワーク（ 2013年改訂）」を用いて、サステナ
ビリティ報告に関わる有効な内部統制を
構築するための補足ガイダンスを公表しま
した。6月には、国際監査・保証基準審議
会（IAASB）も、限定的および合理的保証
に対応した国際サステナビリティ保証基準
（ISSA）5000「サステナビリティ保証業務
の一般的要求事項」の公開草案の公表を
予定しています。
このような海外の動向を踏まえ、金融

出所：2023 年 5月18日時点の各組織の公表情報を基にKPMG 作成

図表1 サステナビリティ情報開示基準の開発および信頼性向上に向けた議論の動向

日本

有価証券 
報告書

SSBJ

ISSB

COSO

IAASB

2023 2024 2025 2026以降

情報
開示

内部
統制

第三者
保証

  2023年3月期以降、
「サステナビリティに関する考え方及び取組」新設

  2023年度中 
（遅くとも2024年3月31日まで）
  公開草案の公表（目標）

2024年度中 （遅くとも2025年3月31日まで）
確定基準の公表（目標）

公表後に開始（または終了）する事業年度から早期適用（予定）

2023年6月末までに
IFRSサステナビリティ開示基準公表（予定）

2024年1月以降開始する事業年度に適用（予定）

2023年3月末、
サステナビリティ報告に関わる有効な内部統制を構築するための
補足ガイダンスを公表

2023年6月、国際サステナビリティ保証基準（ISSA）5000公開草案の公表（予定）

2024年9月、最終承認（予定）

＜SSBJ日本版サステナビリティ開示基準＞法定開示への取込みを検討
＜第三者保証＞開示基準の策定や国内外の動向を踏まえて検討

2023年12月、公開草案への意見募集期限（予定）
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審議会「ディスクロージャーワーキング・
グループ」報告（ 2022年12月）では、有価
証券報告書のサステナビリティ情報に対
する将来的な保証を求めていくことが考
えられると述べられており、サステナビリ
ティ情報に対する第三者保証のあり方に
ついて、今後具体的な議論が進むことへ
の期待が示されています。

Ⅱ

日本の企業報告の現状

1. マテリアリティに関する説明は着実
に増加するも、マテリアルだと判断し
た論拠の説明は不足

サステナビリティ情報を含む報告内容
を検討するにあたり、有益な出発点となる
のが、企業価値に関わるさまざまな事項
において「何が自社にとってマテリアルな
のか」についての認識です。そこで、KPMG

ジャパンは「日本の企業報告に関する調
査2022」（2023年4月公表）において、マテ
リアリティの取扱いに焦点を当てた分析を
実施しました。本調査では、日経平均株
価3（日経225）の構成企業225社の統合報

告書、有価証券報告書、サステナビリティ
報告（サステナビリティ報告書や企業ウェ
ブサイト上のサステナビリティに関連する
ページ）を調査対象としています。
企業経営において、短中長期の視点で

何がマテリアルなのかを示す報告書は、す
べての報告媒体で前年から増加しました。
統合報告書やサステナビリティ報告では
8 0％を超え、財務報告が主目的である有
価証券報告書でも 4 0％を超えています。
また、マテリアリティ分析の結果とともに、
戦略とその進捗を説明する企業も、年々
着実に増えていることが明らかとなってい
ます。
一方、マテリアルな課題だと判断された

内容をみると、昨今関心が高まっている
ESG課題が羅列されているケースが目立
ち、個社の違いだけでなく、異業種間の違
いも読み取りにくい印象を受けました。こ
れは、論拠の提示がないまま、マテリアル
だと判断した内容の説明があることに一
因があると考えます。ESG課題がマテリア
ルなのではなく、企業価値に影響を与える
要素のなかにESGがあるのだということを
あらためて確認しておきます。

2. 取締役のマテリアリティ分析への 

関与を説明する企業は20％未満

報告の内容がESG課題の羅列にみえた
としても、パーパスと企業価値向上追求の
ために、取締役会や経営層がそれらすべ
てをマテリアルだと判断し、実際に経営の
意思決定へ反映している実態があれば、
合理的です。しかし、報告をみる限り、マ
テリアルだとされた内容が適切かどうか、
経営判断のうえで重視されている内容な
のかどうかは、十分読み取ることができな
い例が多数でした。
マテリアリティ評価における取締役の

関与状況を説明する企業は、統合報告書
やサステナビリティ報告では6割を超えて
いるものの、その多くが最終的に承認を
得ているとの説明にとどまっており、分析
に関与していると説明している割合はとも
に20％を下回っています（図表2参照）。マ
テリアリティ評価を最終化するにあたり、
取締役会が最後に承認を行うのは必然で
す。しかし、決定にあたり、どのような議
論があったのかまでは読み取れないもの
が多く、改善の余地があると考えます。

17%

出所：KPMGジャパン「日本の企業報告に関する調査 2022」P15 図1-5

図表2 マテリアリティ評価における取締役の関与の説明

あり（分析に関与している）
あり（評価結果を承認・追認している）
なし

マテリアリティを記載している企業
n=195社（統合報告書）
n=  96社（有価証券報告書）
n=201社（サステナビリティ報告）

2022

2022

2022

統合報告書

有価証券報告書

サステナビリティ報告

51%17%

17%

32%

82%

29%53%

100社33社

35社

16社

107社

62社

79社

59社

1%
1社

あり 68% 133社

あり 18% 17社

あり 70% 142社
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Ⅲ

マテリアリティに関わる認識
を示す意義

1. 何が経営の意思決定の根幹となって
いるのか

「マテリアリティ」という概念は、相対的
な概念ですから、統合報告においては、自
らの存在意義に対して、持続的な価値を
創造する経営推進と結び付ける視点が不
可欠であり、マテリアルだと判断した内容
は経営の意思決定の根幹をなします。その
ため、取締役会や経営層の共通認識であ
るマテリアリティに対する認識の説明に意
味があります。加えて、ESG課題の特徴の
1つに、ビジネスモデルや産業特性が違え
ば、同じ課題であっても企業への影響の
様相が異なる点があります。ですから、取
締役会や経営層がマテリアルな課題だと
判断した論拠について、自社の企業価値
や経済・環境・社会と結びついた説明が望
まれるのです。
また、企業の中長期的な戦略の方向性

を定め、それに沿った経営を監督する役
割を担う取締役が、マテリアリティ評価の
議論に関与し、企業の将来との関係性を
踏まえ、その影響に関する共通認識を醸
成することは、持続的な価値の実現に不
可欠だと言えます。自らのマテリアルな事
柄と照らして、企業価値への影響を踏まえ
た認識かつ対応すべき課題だとの判断に
至るプロセスに、取締役がどう分析に関
与し、どのような議論を経たのかという説
明は、説明責任の観点からも大切です。

2. 何に対してマテリアルなのか
マテリアルな課題だと判断した論拠を

提示するということは、企業にとって何が
マテリアルであるのかを分析し、その観点
でさまざまなインパクトについて評価した
結果を説明することを意味します。そのた
め、マテリアリティを考えるには、「何に対
して」マテリアルかを明確に意識する必要
があります。これには大きく分けて2つの

視座があります。1つは企業の活動が環境
や社会に及ぼす影響、もう1つは企業の価
値創造に及ぼされる影響です。この2つの
視座から、何がリスクであり、機会につな
がる事項なのかを分析することがその基
本となります。
さらには、この分析を通じて、経営の意

思決定や戦略遂行、モニタリング、社内外
の共創関係の構築などが、企業価値に結
び付くものとなっていきます。「自社が存
在する意義、価値」を意識しながらの継続
的な検討を行える体制整備も大切なもの
となるでしょう。

3. 報告媒体の目的によって、マテリアリ
ティに関わる報告の焦点は異なる

KPMGインターナショナルは、日本を含
む世界5 8の国と地域の各上位10 0社・計

5,8 0 0社を対象に、ESG課題に対し自社の
サステナブルな価値創造に向けた取組み
に関してどのような報告を行っているかを
調査しました。その結果に、日本の現状
や未来への展望についての解説を加えた
「KPMGグローバルサステナビリティ報告
調査2022」（原題：Big Shifts, Small Steps: 

KPMG Survey of Sustainability Reporting 

2022）日本版を、KPMGジャパンは公表し
ています。この調査の一環で、企業がマテ
リアリティを評価する際に、企業への影
響、ステークホルダーへの影響、社会全般
に及ぼす影響のいずれによって評価して
いるのかを調査しました。
同調査（図表3参照）によると、グローバ

ルでの売上高上位250社（G250）や、58ヵ
国それぞれの売上高上位10 0社で構成す
る計5,800社（N100）では、企業およびス
テークホルダーへの影響の観点からマテ

母数：サステナビリティやESGに関する報告を実施するN100企業4,581社、G250企業240社およびサステナビリティや
　　  ESGに関する報告を実施する日本のN100企業100社

G250は、2021年のFortune Global 500の売上高ランキングに基づく、世界のトップ企業250社を指します。

N100は、本調査の対象となった世界58の国・地域それぞれにおける売上高上位100社で構成されます。

出所：KPMGジャパン「グローバルサステナビリティ報告調査2022」P34 図15

図表3 マテリアリティの概念別にみた開示の割合（2022）

  「企業に及ぼす影響」という概念を用いてマテリアリティを特定する企業

  「企業およびそのステークホルダーに及ぼす影響」という概念を用いて
マテリアリティを特定する企業

  「企業、そのステークホルダーおよび社会全般に及ぼす影響」という概念を用いて
マテリアリティを特定する企業

  「上記のいずれでもない」概念を用いてマテリアリティを特定する企業  

    マテリアリティを特定していない企業

N100

G250

日本

29%41% 21%

39% 30% 23%

5%31% 53%

6%

0%

3%

8%

9%

2%

71%

77%

95%
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リアリティをとらえて報告する企業の割合
がおよそ4割と最も多くなりました。一方、
日本企業に絞ると、その割合は 3 1％に下
がります。しかし、企業およびステークホ
ルダーに加え、より広範な社会的影響を
踏まえた分析評価に基づき報告を行う企
業の割合が53％と最も多くなりました。こ
の特徴的な結果は、グローバルと比べて日
本企業が、社会的要請を受け、より広範な
ステークホルダーが関心を有する環境や
社会的課題などに関わる情報を積極的に
報告する姿勢が表れた結果だと言えます。
サステナビリティ報告における記載の

多くは、環境や社会、およびステークホル
ダーが関心を有する事項が中心となりま
す。それに対して、統合報告書や有価証券
報告書では、企業の価値創造能力や企業
価値に及ぼす影響に焦点を当てた説明が
求められます。マテリアルな課題だと判断
した内容の説明には、報告媒体の目的に
よって報告の焦点が変わることにも留意
が必要です。

Ⅳ

経営トップの役割と責任

1. 企業報告における取締役会の役割と
責任の開示を求める投資家の声

2022年10月、グローバルな機関投資家
を中心に構成する国際コーポレートガバナ
ンスネットワーク（ICGN）が「ICGN 日本の
ガバナンスの優先課題」と題した文書を公
表しました。これは、日本のコーポレート
ガバナンスのさらなる改善とその成果が期
待できる分野について、日本の企業、規制
当局、その他のステークホルダーに向けた
ガイダンスを提供する目的で取りまとめら
れたものです。
同文書で、企業報告で説明すべきとさ

れた1つに、「企業報告に対する取締役会
の役割、ガバナンス体制、説明責任を明確
にした取締役会規則の開示（項番1.6）」が
あります。これは単に、企業報告における
取締役会の役割や説明責任などを取締役
会規則に追記し、公開することを求めて
いるのではありません。明記された役割
や責任を取締役会が果たし、企業の立ち
位置と、今後の長期的な見通しに関する
バランスの取れた意味のあるインサイトの
提示への期待の表れと言えます。

2. 統合的思考をより意識した経営を 

求める企業内部の声

KPMGジャパンが実施した「日本の企
業報告の取組みに関する意識調査2 0 2 3」
で、企業報告全体の高度化を実現するた
めの重要な課題を、2022年と2023年の2

回にわたって、セミナー参加者を対象にア
ンケート調査しました。2022年と比較する
と、2023年は「統合的思考をより意識した
経営」と「サステナビリティ課題に関する
情報と財務情報との一層の関連付け」の2

つに回答が集中し、ともに3割を超えてい
ます（図表4参照）。マテリアルな課題だと
判断した内容が企業価値にどうつながる
のかを説明し、今後求められる包括的な
企業報告を実現していくためには、取締役
会や経営層の企業報告における役割の遂
行と強いリーダーシップの発揮が不可欠
であるとの認識が読み取れる結果だと言
えます。

3. 統合的思考および統合報告の実践

2 0 2 3年 6月末までにIFRSサステナビリ 

ティ開示基準の公表を予定しているIFRS

財団も、国際会計基準審議会（ IASB）と 

ISSBが求める報告の結合性（connectivity） 
を重視しており、統合的思考を実践し、そ
の実践状況について統合報告を通じた説
明を行うことを推奨しています。そのため、
統合的思考のもと、環境や社会的な課題
などが財務状況にどのような影響を及ぼ
し、その結果、企業価値にどのように影響
するのかを分析し、管理することが、今後
一層求められると想定されます。
統合的思考は、組織がどのような資本

を利用し、どのような影響を資本に与える
のか、組織と資本の関係性を考えることで
あり、中長期的な価値創造に向け、統合
的な意思決定を可能とします。そして、統
合的思考を経営に構造的に組み込む際の
年次アプローチを示したものが、「統合的
思考の原則」です。本原則を策定した価値
報告財団（VRF、現在はIFRS財団へ統合）出所：KPMGジャパン「日本の企業報告の取組みに関する意識調査2023」 P11 Q7

図表4 企業報告全体の高度化を実現するために、貴社において重要な課題と考えられる点は？

ISSB™基準等を踏まえた
開示すべきメトリクスの見直し

報告目的に即した
マテリアリティ分析の実施

情報収集プロセス
（ITシステムの導入を含む）の高度化

取締役会や経営者による
リーダーシップの発揮

サステナビリティ課題に関する情報と
財務情報との一層の関連付け

統合的思考をより意識した経営

2023年（n=142名）
2022年（n=186名）

33%

32%

18%

8%

7%

2%

27%

28%

25%

6%

8%

6%
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は、本原則を企業とステークホルダーへ
の長期的な価値創造に焦点を当てた経営
哲学を示すものだと考えており、取締役
会、経営層、上級管理職に参照されること
を念頭に置いています。本原則の活用によ
り、企業が持続的な価値創造に必要な要
素を理解してアクションにつなげ、その実
践状況を確認することが可能となります。
統合的思考の実践は、取締役会や経営層
が強いリーダーシップを発揮し、統合的
思考を企業文化へ浸透させるうえで大切
です。

4. 取締役会や経営層に求められるこれ
からのアカウンタビリティ

これからの企業経営は、環境を含む社
会的な課題の解決を通じて、企業価値の
向上を実現し、金融の安定化と持続的な
社会の発展を目指すことが希求されます。
そのため、アカウンタビリティの範囲も、
従来の財務報告を中心としたものから広
げてとらえる必要があると考えます。企業
には、社会全体のサステナビリティなど考
慮すべき要素が加わって多様化する価値
を再定義し、その活動を通じて限りある資
源をどう利用したのかを説明する責任が
求められています。
求められているアカウンタビリティを果

たすためには、まずは何が経営の意思決
定の根幹をなしているのか、企業価値向
上のためには何が大切なのか、に関して取
締役会や経営層で醸成されている共通認
識を明らかにする必要があります。そのう
えで、マテリアルだと判断した内容とその
判断理由のステークホルダーへの報告が、
アカウンタビリティを果たすことにつなが
ると言えます。
現在、マテリアルな課題だと説明してい

る内容は、果たしてその対応について取
締役会や経営層が責任を有すべき状態に
なっているでしょうか。マテリアリティに
関わる認識の説明に、これからのアカウン
タビリティに対する企業の姿勢が表れる
と考えます。

なお、本稿の内容は、2023年5月18日時
点の国内外の公表情報に基づくものです。
それ以降に当局や企業報告に関連する

諸団体から公表された内容については、
各団体のホームページなどで確認される
ことを推奨します。

1  早期適用の開始時期については、確定
基準公表後に開始する事業年度ではな
く、終了する事業年度とすべきとの意見
もあるため、今後SSBJは審議を予定し
ています。

2  金融審議会「ディスクロージャーワー
キング・グループ」報告、金融庁、2022

年12月、https://www.fsa.go.jp/singi/

singi_kinyu/tosin/20221227.html
3  日経平均株価（日経225）は株式会社日
本経済新聞社の登録商標または商標
です｡

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGサステナブルバリューサービス・
ジャパン

 sustainable-value@jp.kpmg.com

関連コンテンツ  

ウェブサイトでは、社会的課題の解決を通じて、サ
ステナブルバリューの実現を目指す組織の変革に
資する的確な情報やインサイトを提供しています。

http://home.kpmg/jp/sustainable-value

KPMG グローバルサステナビリティ報告調査 2022 

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルが
2022年10月に公表したグローバルサステナビリティ
報告調査2022に、日本の現状や未来への展望に
ついての解説を加えた日本版を発行しています。

https://kpmg.com/jp/ja/home/
insights/2023/01/sustainable-value-
sustainability-reporting-2022.html

日本の企業報告の取組みに関する意識調査 2 0 2 3

企業が統合報告書およびサステナビリティ報告書
の発行に自主的に取組む背景や、異なる媒体で
報告内容の連携を図る際の課題、より良い企業
報告の実現にあたっての課題など、7項目について、
2023年4月に開催した企業報告セミナーでのアン
ケートの結果を中心に分析しています。

https://kpmg.com/jp/ja/home/
insights/2023/05/sustainable-value-
corporate-reporting.html

日本の企業報告に関する調査 2 0 2 2

KPMGジャパンは、「日本の企業報告に関する調
査2022」を実施しました。9回目となる今回は「マテ
リアリティ」に焦点を当てています。加えて、サステ
ナビリティ情報開示の早期化など企業報告を高
度化させるための論点と、気候変動や人的資本・多
様性などの記載状況も調査しました。

https://kpmg.com/jp/ja/home/
insights/2023/04/sustainable-value-
corporate-reporting.html

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20221227.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20221227.html
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持続的な価値創造とこれからのアカウンタビリティSustainability

Sustainable Value Insight 
動画シリーズのご紹介

KPMGサステナブルバリューサービス・
ジャパンは、サステナブルなビジネス戦略
に基づく経営 （サステナビリティ経営）を目
指すクライアントをサポートする取組みを
加速させる施策の1つとして、Sustainable 

Value Insight動画シリーズを展開してい 

ます。
基本的な概念から最新動向まで、マネ

ジメントや実務担当者の幅広いニーズに
応えるコンテンツを、各回8分程度の短時
間の動画にまとめて解説しています。

Point

（1）  サステナビリティ経営を志向する
マネジメント向けに、重要ポイン
トを抽出

本シリーズでは、KPMGジャパンの専門
家が、サステナブルなビジネス戦略に基
づく経営を実践する上で、おさえておくべき
事項の正しい理解の一助となるポイント
を選定し、動画内容に盛り込んでいます。
「誤解が生じやすく誤用も散見される概念」
や「いまさら聞けない基本用語」も取り扱っ
ています。

（2）  各回8分程度の動画シリーズで構
成され、短時間での効率的な学習
を支援

本シリーズは、サステナビリティ経営を
実践するうえで、特に重要度が高い内容
を抽出し、各回 8分程度の短い動画にま
とめ、KPMGジャパンのホームページ／会
員制サイトで公開します。時間や場所を
問わず、スマートフォンで手軽にご視聴い
ただけるため、多忙なマネジメントやサス
テナビリティ関連業務担当者の効率的な
学習に寄与します。

（3）  「概念編」 「トピック編」 「動向編」
の3部構成で、毎月2～3本を順次
公開

本シリーズは、「概念編」 「トピック編」
「動向編」の全3部で構成されています。各
編の内容は以下の通りです。

概念編 サステナビリティ経営の根
幹となる概念

トピック編
気候変動や人的資本など、
サステナビリティ経営にお
ける重要トピック

動向編
国際サステナビリティ基準
審議会（ISSB）の公開草案
の解説など、最新動向

（4） 業種別SASB基準
サステナビリティに関して求められる対

応は業種別に大きく異なります。
SASB基準では業種別に重要と考えら

れる開示トピックが定められています。
なぜその開示トピックが当該業種で重

要とされ、開示が推奨されているかを中心
に解説しています。
（業種別に順次公開中）

主なコンテンツ
概念編
・  サステナビリティとはなにか？
・  マテリアリティを考える　他

トピック編

・  KPMGグローバルサステナビリティ報
告調査2022ハイライト

・  取締役会実効性評価におけるポイ 

ント　
・  会社の機関設計
・  機関投資家が認識する重要な経営リ
スクとしての人権　他

動向編

・  「企業内容等の開示に関する内閣府
令」等の改正

・  「ディスクロージャーワーキング・グ
ループ （DWG）報告の提言」　他

業種別SASB基準

・ SASB基準の特徴と構成
・ 自動車部品
・ 鉄道輸送
・ レストラン
・ ホテル・宿泊施設　他

▼ 動画視聴ページ
https://home.kpmg/jp/ja/home/

insights/2022/02/sustainable-value-

insight-concept.html

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/02/sustainable-value-insight-concept.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/02/sustainable-value-insight-concept.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2022/02/sustainable-value-insight-concept.html
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